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ホームページ（https://tateyama-sr.com/）にて最新の情報を随時お届けします！ 

※会員登録していただくことで会員限定のニュースリリースもご覧になれます！（無料） 

【法改正情報】令和７年６月より熱中症対策が義務化されます！ 

 令和７年 6 月１日より、労働安全衛生法が改正・施行されます。今回の改正により、熱中症による健康障害の疑い

がある者の早期発見や重篤化を防ぐために必要な措置を講じることが罰則付きで義務化されます。 

現在、厚生労働省のホームページにおいても熱中症対策の特設ページが設けられており、パンフレット・リーフレ

ットも公表されていますので、内容をご参照頂き、ご対応を頂けますようお願い致します。改正後の義務に違反した

場合、6 か月以下の懲役または 50万円以下の罰金が科せられます。 

 熱中症対策は人の生命・身体にかかわる重要事項となります。万が一この法改正に対応せず、必要な対策を怠った

ことにより労働者が熱中症に罹患し、命を落とすこととなれば遺族から多額の民事上の損害賠償請求も考えられま

す。また、令和６年における熱中症の死傷者数は過去 10 年の統計で最多の 1,195 名であるという統計データが出て

います。義務の対象となる業務に該当する職種のみならず、熱中症対策について職場全体で検討頂く必要がありま

す。今回の改正により義務となる対策は次の通りです。 

 

① 報告体制の整備 

② 実施手順の作成 

③ 上記 2つについて関係者への周知を行うこと 

 

 

 

【義務の対象となる作業について】 

 「暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症による健康障害を生ずるおそれのある作業を行うとき」とさ

れています。「暑熱な場所」とはどれくらいのレベルを指すのかについて、次のような基準が設定されています。 
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人材開発支援助成金（人材育成支援コース）  

事業主等が雇用する労働者に対して、その職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための職業訓練等を計画に沿っ

て実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成します。 

 

 

 

 

 

 

【助成金受給までの流れ】

 
 

 

訓練開始の1か月前

までに計画提出

訓練実施

経費の支払い

訓練終了日の翌日から

２ヶ月以内に支給申請

※前年より、定型的なものも含め助成金申請業務全般に関しまして、個別に業務委託契約を締結させていただいております。 

※助成金については、専従職員不在のため、業務の状況や申請業務の集中によりお受けできない場合がございますので予めご了承ください。 

【対象となる訓練の種類】 

① 人材育成訓練：10 時間以上の OFF-JT による訓練 

② 認定実習併用職業訓練：新卒者等のために実施する OJT と OFF-JT を組み合わせた訓練 

③ 有期実習型訓練：有期契約労働者等の正社員転換等を目的として実施する OJT と OFF-JT を組み合わせた訓練 


